
千早赤阪水道事業料金検討部会の設置について 

千早赤阪水道事業において、今後の適正な水道料金の設定に資するため、料金水準等につ

いて検討を行う。 

料金改定の検討に当たっては、経営・事業等評価委員会に専門部会を設置し、料金改定案

の検討過程の段階から専門的な知見や使用者代表の意見等をいただきながら検討を行うこ

ととしたい。 

◇目的

千早赤阪水道事業における、料金水準等について検討を行い、報告案をとりまとめる。 

◇組織

経営・事業等評価委員会の専門部会として設置する。

（大阪広域水道企業団経営・事業等評価委員会規則 第６条） 

◇構成メンバー

経営・事業等評価委員会の委員及び専門委員（千早赤阪水道事業の給水区域における水

道の使用者、 公営企業の経営、水道工学の学識経験を有する者、 行政機関での職務経

験を有する者）とする。（５名程度）

◇主な検討項目

投資・財政計画を踏まえた料金水準について

※ 千早赤阪水道事業は令和４年度の料金改定において、用途別料金体系から口径別

料金体系への変更及び従量料金の逓増度の緩和を実施

◇スケジュール

【別紙】４ 料金改定スケジュール（案）のとおり
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